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事案の概要

　本件は、特許第3256880号の特許権（本件特許）を有する原告が、被告が平成19年に製造、販売したデ
ジタル式２連地殻活動総合観測装置は、本件発明の技術的範囲に属するところ、被告は実施料を支払う
ことなく上記装置を販売したことにより、法律上の原因なく実施料相当額の利得を得たと主張して、被
告に対し、不当利得金及び法定利息等の一部の支払を求める事案である。
　争点は、⑴構成要件充足性、⑵無効の抗弁の成否、⑶特許権者による無償実施の許諾の有無、⑷Ｙか
ら原告への不当利得返還請求権の譲渡の有無、及び⑸損害の発生の有無及びその額である。

≪東京地方裁判所≫
不当利得返還請求事件

（リング式多段岩盤変動測定装置－黙示の無償実施許諾）［上］（全２回）

－平成29年（ワ）第13005号、平成30年７月６日判決言渡－



特 許 ニ ュ ー ス 平成30年10月９日（火曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　本件特許の特許請求の範囲請求項１の発明（本件発明）は次のとおりである。
　「被測定物内のボーリング孔を利用して被測定物のひずみを測定する装置において、被測定物に接する
装置の内側側面に取り付けた少なくとも１つのリング状構造体と変位を検出する手段より構成され、リ
ング状構造体と装置の内側側面の別の位置との相対的な変位を検出する手段を、ボーリング孔の内面に
配置し、装置中央部分を空洞にしたことを特徴とするリング式多段岩盤変動測定装置」

事件の骨組

１　本件の経緯
平成８年９月６日　特許出願（特願平８−272829号、優先日：平成８年５月８日）
　　　　　　　　　（発明の名称；リング式多段岩盤変動測定装置、
　　　　　　　　　出願人；有限会社Ｙ、発明者；原告）
平成13年12月７日　登録（特許第3256880号）
平成14年３月頃　　�原告と被告は、後にイ号物件となる多段式歪計の開発を共同で行っていた。
平成16年頃　　　　�本件研究センターのＦ観測点の機能に障害発生。移設工事の実施が決まり、Ｈ

が受注。被告はイ号物件の製造をＨから受注。
平成17年　　　　　�原告は、５月31日付けで被告が送付した仕様書案を見て、イ号物件が本件発明

の構成要件を充足し、本件特許の実施に当たると認識。
平成19年２月21日　イ号物件がＦ観測点に埋設される。
平成21年１月22日　�原告は、Ｙの代理人として、被告が本件特許を権利者の許諾なく使用している

旨を被告に通告。
平成22年１月６日　Ｙは、被告に対し、「特許権の侵害に関わる連絡」と題する書面を送付。
平成23年11月３日　本件特許権の持分１/２がＹから原告へ無償譲渡。
平成28年８月４日　本件特許権のその余の持分１/２がＹから原告へ無償譲渡。

２　当事者
原告は、平成20年３月31日に退職するまで、Ｘ大学地震火山・防災研究センター（本件研究センター）
の准教授であり、地震予知に関わる研究や観測装置の開発に携わってきた。
Ｙは、平成８年２月に設立され、地盤変形計測器の製造、販売等を目的とする法人であり、同年６
月から原告の兄であるＺが代表取締役を務めている。
被告は、磁気応用機器の開発、製造、販売を目的とする株式会社である。

３　被告の行為
本件研究センターのＦ観測点の地殻活動観測機能は、Ｇ事務所の工事により障害が生じた。Ｇ事務
所はその補償措置としてＦ観測施設の移設工事を実施することとなり、入札の結果、Ｈ株式会社（Ｈ）
が観測機器の納入を受注した。
被告は、Ｈから受注してデジタル式２連地殻活動総合観測装置（イ号物件）を製造の上、納入した。

４　争点
前記「事案の概要」の項を参照

５　争点⑶（特許権者による無償実施の許諾の有無）についての当事者の主張
５．１　被告の主張
⑴　原告と被告は、平成８年頃から、原告が実施する実験に用いる計測器の開発等を被告に依頼し、
被告はこれに応じて当該計測器を開発等するという関係にあり、原告は、被告に対し、計測器の
構成に関する詳細な指導をしていた。そして、原告と被告は、平成14年３月頃からは、後にイ号
物件となる多段式歪計の開発を共同して行っていた。


